










①
乗

降
⾞

の
際

に
点

呼
等

の
⽅

法
に

よ
り
園

児
等

の
所

在
を
確

認

②
送

迎
⽤

バ
ス
へ

の
安

全
装

置
の

装
備

及
び

当
該

装
置

を
⽤

い
て

、
①

降
⾞

時
の

の
所

在
確

認

所
在

確
認

や
安

全
装

置
の
装

備の
義

務づ
け

令
和

４
年

９
⽉

に
起

き
た

、
送

迎
⽤

バ
ス
へ

の
園

児
置

き
去

り
死

亡
事

案
を
受

け
、
同

年
1
0
⽉

に
幼

児
等

の
所

在
確

認
と
送

迎
⽤

バ
ス
等

へ
の

安
全

装
置

の
装

備
の

義
務

付
け

を
含

む
「
こ
ど
も
の

バ
ス
送

迎
・
安

全
徹

底
プ
ラ
ン
」
が

取
り
ま
と
め

ら
れ

た
と
こ
ろ
。
同

プ
ラ
ン
を
踏

ま
え

、
内

閣
府

・
⽂

部
科

学
省

・厚
⽣

労
働
省

の
府

省
令

等
に

つ
い

て
、
所

要
の

改
正

を
⾏

っ
た

。

１
．

改
正

の
趣

旨

２
．

改
正

概
要

３
．

施
⾏

期
⽇

安
全

装
置

の
装

備が
困

難な
場

合は
、

令
和
５
年
４
⽉
１
⽇

令
和
６
年
４
⽉
１
⽇

安
全
装
置
を
⽤
い
た
所
在
確
認

代
替

措
置

で
可

令
和

５
年

４
⽉

１
⽇

（
令

和
４

年
1
2
⽉

2
8
⽇

公
布

）

※
②に

つ
い
て
は
、
経
過
措
置
あ
り

降
⾞
時
確
認
式

⾃
動
検
知
式

（
※
１
）

（
※
２
）

※
１
「
園
児
等
」
に
は
、
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の
幼
児
の
ほ
か
、
⼩
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
・
⾼

等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
特
別
⽀
援
学
校
・
⼤
学
・
⾼
等
専
⾨
学
校
・
専
修
学
校
の
児
童
⽣
徒
・
学
⽣
を
含
む
。

※
２
国
⼟
交
通
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
４
年
12
⽉
20
⽇
公
表
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

＜
代

替
措

置
の

例
＞

運
転

席
に

確
認

を
促

す
チ

ェ
ッ
ク
シ

ー
ト
を
備

え
付

け
る
と
と
も

に
、
⾞

体
後
⽅

に
園

児
等

の
所

在
確

認
を
⾏

っ
た

こ
と
を
記

録
す

る
書
⾯

を
備

え
る
な

ど
、
園

児
等

が
降
⾞

し
た

後
に

運
転
⼿

等
が
⾞

内
の

確
認

を
怠

る
こ
と
が

な
い

よ
う
に

す
る
。
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運
転
席

助
⼿
席

運
転
席

助
⼿
席

運
転
席

助
⼿
席

２
列
⽬

シ
ー
ト

１
列
⽬

２
列
⽬

（
３
列
⽬
以
降
）

２
列
⽬

シ
ー
ト

３
列
⽬

シ
ー
ト

②対
象
外

①対
象

２
列
⽬

シ
ー
ト

３
列
⽬

シ
ー
ト

③場
合
に

よ
る

※
年

間
通

じ
て
使
⽤
で
き
な
い

⼈
が
座
る
シ
ー
ト
等

⼈
が
座
ら
な
い
シ
ー
ト

２
列
シ
ー
ト
⾞

園
児
が
確
実
に
３
列
⽬
以
降
の
座
席
を

使
⽤
で
き
な
い
よ
う
に
園
児
が
確
実
に

通
過
で
き
な
い
鍵
付
き
の
柵
を
⾞
体
に

固
着
さ
せ
て
２
列
⽬
ま
で
と
３
列
⽬
以

降
を
隔
絶
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
現
実

的
に
は
⾒
落
と
し
の
恐
れ
が
な
い
と
考

え
ら
れ
る
場
合
は
、
「
対
象
外
」
。

①
安

全
装

置
の
装

備の
義

務づ
け
の
例

外と
な
る
⾃
動
⾞
の
イ
メ
ー
ジ

※
対
象
外
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
イ

メ
ー
ジ
を
機
械
的
に
当
て
は
め
る
の
で

は
な
く
、
個々

の
⾃
動
⾞
の
利
⽤
の
態

様
に
応
じ
、
安
全
装
置
の
装
備
が
義
務

づ
け
ら
れ
る
経
緯
・
趣
旨
に
鑑
み
、
そ

の
判
断
は
⼗
分
慎
重
に
⾏
う
こ
と
。
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運
転
席

助
⼿
席

２
列
⽬

シ
ー
ト

１
列
⽬

２
列
⽬

（
３
列
⽬
以
降
）

④対
象

⾞
椅
⼦

⼈
が
座
る
シ
ー
ト
等

運
転
席

助
⼿
席

⑤場
合
に

よ
る

⾞
椅
⼦

⾞
椅
⼦

⾞
椅
⼦

⾞
椅
⼦

⾞
椅
⼦

②
安

全
装

置
の
装

備の
義

務づ
け
の
例

外と
な
る
⾃
動
⾞
の
イ
メ
ー
ジ

全
員
が
後
部
か
ら
乗
降
す
る
な
ど
、
乗

降
の
際
の
死
⾓
が
な
い
運
⽤
と
な
り
、

現
実
的
に
は
⾒
落
と
し
の
恐
れ
が
な
い

と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
「
対
象

外
」
。

＜
福

祉⾞
両
＞

⼈
が
座
ら
な
い
シ
ー
ト

※
対

象外
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
イ
メ
ー
ジ
を
機
械
的
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
個々

の
⾃
動
⾞
の
利
⽤
の
態

様
に
応
じ
、
安
全
装
置
の
装
備
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
経
緯
・
趣
旨
に
鑑
み
、
そ
の
判
断
は
⼗
分
慎
重
に
⾏
う
こ
と
。
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送
迎

用
バ

ス
の

置
き

去
り

防
止

を
支

援
す

る
安

全
装

置
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
対

象
と

な
る

装
置

•
送

迎
用

バ
ス

へ
の

こ
ど

も
の

置
き

去
り

事
故

の
防

止
に

役
立

つ
安

全
装

置
と

し
て

、
最

低
限

の
要

件
を

定
め

た
。

•
降

車
時

確
認

式
、

自
動

検
知

式
の

２
種

類
の

装
置

を
対

象
と

し
た

。

降
車

時
確

認
式

の
装

置

自
動

検
知

式
の

装
置

エ
ン

ジ
ン

停
止

後
、

運
転

者
等

に
車

内
の

確
認

を
促

す
車

内
向

け
の

警
報

車
内

を
確

認
し

、
運

転
者

等
が

車
両

後
部

の
装

置
を

操
作

す
る

と
警

報
が

停
止

確
認

が
一

定
時

間
行

わ
れ

な
い

場
合

、
更

に
、

車
外

向
け

に
警

報

エ
ン

ジ
ン

停
止

か
ら

一
定

時
間

後
に

セ
ン

サ
ー

に
よ

る
車

内
の

検
知

を
開

始
置

き
去

り
に

さ
れ

た
こ

ど
も

を
検

知
す

る
と

、
車

外
向

け
に

警
報
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ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

い
て

規
定

さ
れ

た
主

な
要

件

①
運

転
者

等
が

車
内

の
確

認
を

怠
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

車
内

へ
の

警
報

を
行

う
と

と
も

に
、

15
分

以
内

に
車

外
へ

の
警

報
を

発
す

る
こ

と

④
装

置
が

故
障

・
電

源
喪

失
し

た
場

合
に

は
、

運
転

者
等

に
対

し
て

ア
ラ

ー
ム

等
で

故
障

を
通

知
す

る
こ

と
※

③
十

分
な

耐
久

性
を

有
す

る
こ

と
例

）
− 3
0～

65
℃

へ
の

耐
温

性
、

耐
震

性
、

防
水

・
防

塵
性

等

②
こ

ど
も

等
が

い
た

ず
ら

で
き

な
い

位
置

に
警

報
を

停
止

す
る

装
置

を
設

置
す

る
こ

と

※
自

動
検

知
式

に
お

い
て

は
15

分
以

内
に

セ
ン

サ
ー

の
作

動
を

開
始

※
電

源
プ

ラ
グ

を
容

易
に

外
せ

な
い

装
置

に
限

り
、

回
路

を
二

重
系

に
し

て
故

障
の

確
率

を
低

く
し

た
場

合
に

は
、

当
該

故
障

の
通

知
要

件
を

緩
和

す
る

。
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２ 児童発達支援管理責任者の配置要件等について 

 

令和元年度より児童発達支援管理責任者研修制度の見直しがありましたが、見直し後の研

修体系について改めて確認していただきますようお願いいたします。 

 

（１）基礎研修について 

   基礎研修修了のみでは児童発達支援管理責任者として従事することはできません。

（令和 3年度までに基礎研修修了時点で実務経験を満たしている方については、実践研

修を修了していなくても、基礎研修修了日後 3年間は児童発達支援管理責任者とみなす

経過措置あり） 

 

（２）実践研修について 

基礎研修修了後、実践研修受講前 5年間に 2年以上の実務経験を経た上で、実践研修

を修了しないと児童発達支援管理責任者として従事することはできません。なお、令和

3 年度までに基礎研修修了者で経過措置に該当する方について、経過措置期間終了後ま

でに実践研修を修了していない場合、児童発達支援管理責任者として従事することはで

きません。 

 

（３）更新研修について 

   5 年ごとの更新制度となりましたが、平成 30 年度までの研修体系（旧体系）におい

て受講済みの方については、平成 31 年 4 月以降、5 年間は、更新研修受講前でも引き

続き児童発達支援管理責任者として従事可能です。ただし、この場合、5 年間の間（令

和 6年 3月 31 まで）に更新研修を修了し、以降 5 年ごとの更新研修を受講しなければ

児童発達支援管理責任者として従事できません。 

   なお、期限内に更新研修を修了しなかった場合は、受講期限の年度末（3月 31 日）を

もって実践研修の修了証書は失効します。失効後に児童発達支援管理責任者として配置

するためには、実践研修を再度修了する必要があります。 

 

 

 







３ 業務継続計画の策定について 

 

令和 3年度の報酬改定において、すべての障害児通所支援事業者は業務継続計画（BCP）

を策定し、その内容を従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

ることが義務付けられました。（経過措置：令和 6 年 3 月 31 日まで） 

  つきましては、各事業所において経過措置期間中に、厚生労働省のガイドラインやひな

形を参考に業務継続計画を策定するなど、適正な運用を図っていただくようお願いいたし

ます。 

 

 〇業務継続計画（BCP）とは 

 

  感染症や災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

め及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 

   

 

 〇義務化内容（経過措置：令和 6年 3月 31 日） 

 

  ①業務継続計画の策定 

  ②定期的な研修・訓練の実施 

  ③業務継続計画の定期的な見直し 

   

 

〇参考資料 

・ 障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガ 

イドライン（令和 2年 12 月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

・ 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン（令和 3

年 3月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部） 

・ 障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計

画（BCP）作成のポイント（令和 2年度 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 業

務継続計画（BCP）作成支援指導者養成研修資料） 

・ 障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続計画（BCP）作成のポ

イント（令和 3 年度 厚生労働省 自然災害における障害福祉サービス類型に応じた

業務継続計画（BCP）マニュアル作成支援のための研修資料） 

・ 新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（通所系） ひな形（厚生労

働省） 

・ 自然災害発生時における業務継続計画 ひな型（厚生労働省） 

 

 



４ 感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための対策について 

 

令和 3年度の報酬改定において、すべての障害児通所支援事業者は、感染症及び食中毒

の予防並びにまん延の防止のための取り組みを行うことが義務付けられました。（経過措

置：令和 6 年 3 月 31 日まで） 

  つきましては、各事業所において経過措置期間までに、厚生労働省のマニュアル・手引

きやひな形を参考に指針を整備するなど、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止の

ための取り組みについて、適正な運用を図っていただくようお願いいたします。 

 

 〇義務化内容（経過措置：令和 6年 3月 31 日） 

 

  ①感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置、

その結果について従業者に周知徹底 

  ②感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針の整備 

  ③従業者への定期的な研修・訓練の実施 

   

 

〇参考資料 

・ 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル（厚生労働省） 

・ 障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き（令和 4年 3月 厚生

労働省） 

・ 感染対策指針 ひな型【標準版】（厚生労働省） 

・ 感染対策指針 ひな型【簡易版】（厚生労働省） 



２ 身体拘束廃止未実施減算について 

 

身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において事業所が取り組むべき事項

が追加され、令和 4 年 4 月から義務化されるとともに、令和 5 年 4 月から未実施の場合、

減算の適用が開始されます。 

つきましては、各事業所において運営基準を遵守するとともに、身体拘束について適正

な運用を図っていただくようお願いいたします。 

 

 〇運営基準 

 

  ①身体拘束等の記録の整備 

  ②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、その結果について従業者

に周知徹底 

  ③身体拘束の適正化のための指針の整備 

  ④従業者への研修実施 

  ※②～④については令和 4年度から義務化 

 

 

〇減算の取扱い 

 

 ・運営基準の①～④を満たしていない場合に、基本報酬を減算（5単位/日） 

・②～④については令和 5年 4月から減算適用 

 

 

〇参考資料 

・ 身体拘束等の適正化の推進（R3.4.19 第 107 回社会保障審議会障害者部会資料） 

・ 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和 4 年 4 月 厚生労

働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室） 



６ 個別サポート加算Ⅱの取扱いについて 

 

令和 3年度報酬改定により令和 3年 4月から新たに創設された「個別サポート加算Ⅱ」の

算定について、別紙様式（障害児通所支援事業所における連携先機関等との連携支援につい

て（個別サポート加算Ⅱ））を活用していただきますようお願いいたします。 

※子ども福祉課への提出は必要ありませんが、加算要件に該当するかどうかの判断に迷うケースが

ありましたらご相談ください。 

※記録がなく算定の要件を満たさずに請求をしていることが判明した場合、返還を求めることがあ

ります。 

 

参考：児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

等の制定に伴う実施上の留意事項について 

⑫の３ 個別サポート加算（Ⅱ）の取扱い 

通所報酬告示第１の９のロの個別サポート加算（Ⅱ）については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との

関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や母子健康包括支

援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行う場合に評価を行うものであり、以下のとおり取り扱うこと

とする。 

ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等

について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。 

（一） 児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師（以下「連携先機関等」という。）

と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。 

（二） 連携先機関等との（一）の共有は、年に１回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。なお、ここでいう文書は、

連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と

連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文

書は対象とならない。 

（三） （一）のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援

計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること。 

（四） 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答する

ものとする。 

※放課後等デイサービスについては上記を準用 



８ やむを得ない定員超過の取扱いについて 

 

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」

第 39 条に基づき定員を遵守する必要がありますが、やむを得ない定員超過として、以下の

Ｑ＆Ａの内容に該当するケースがありましたら、別紙様式（障害児通所支援事業所における

「やむを得ない定員超過」理由書）を子ども福祉課までメール送付していただき事前相談し

てください。 

【メールアドレス：a2520-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp】  

※メール送付するとともに電話にて送付する旨ご連絡ください。 

※メールの件名に「やむを得ない定員超過」の文言を入れてください。 
 

参考：令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.４（令和３年５月７日） 

 

問 28 定員超過は、指定基準において「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」

に可能としているが、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められるの

か。また、「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等にお

いて個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。 

ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害

児に継続した支援を行う必要がある場合。 

イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしない

と、障害児の福祉を損ねることとなる場合。 

 

（答） 

いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県

等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 

アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなけれ

ば、速やかに是正を図る必要はない。 

イのようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に、利用人数の調整を行

うなどの方法で是正を図れば足りるものとする。 

 

http://#


９ 医療的ケア児に係る基本報酬の算定に関する届出について 

 

令和 3 年度報酬改定により令和 3 年 4 月から新たに創設された「医療的ケア児に係る基

本報酬」の算定について、令和 5 年 4 月以降新たに算定する場合は、下記の届出一式を前月

15 日（消印有効）までに子ども福祉課まで届出してください。 

※令和 5年 4 月算定開始の場合は、令和 5 年 4月 15 日（消印有効）までに届出してください。 

※別紙「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて（Vol.2）」参照 

 

 

【届出】 

① 障害児（通所）給付費算定に係る体制等に関する届出書 

②（別添）医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書 

③（参考様式５）従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

 

≪データ≫  

ウェルネットなごや ＞ ＴＯＰ ＞ 事業者の方へ ＞ 障害児通所支援の事業者指定・登録等  

＞ 指定・登録の様式等ダウンロード 

（URL：https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/tsusyo/shitei_yoshiki.html） 

http://#


４ ハラスメント 対策について

事業者は、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。  

＜特に留意されたい内容＞ 

ａ  事業者の方針等の明確化及びその周知・ 啓発職場におけるハラスメント の内容及び職

場におけるハラスメント を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・ 啓発

すること。  

ｂ  相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらか

じめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知

すること。  

＜参考＞ 

厚生労働省のサイト 「 あかるい職場応援団」  

ハラスメント 対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修等 

『 https: //www. no-harassment. mhl w. go. j p/』

  ※ 上記ウェブサイト にあるリーフレット を参考に添付してあります。  
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